
 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

令和 ５年 ５月 ９日 

和歌山市長   様 

 

提出者  〒６４１－００５４             

   住 所 和歌山市塩屋６丁目２番７０号   

氏 名 医療法人 曙会 和歌浦中央病院  

                        理事長 山本 好信 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０７３－４４４－１６００    

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  和歌浦中央病院 

事 業 場 の 所 在 地  和歌山市塩屋６丁目２番７０号 

計 画 期 間  令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 医療業/介護事業 

② 事 業 の 規 模 病床数１６２床、介護老人保健施設 和歌川苑（入所定員１００名） 

③ 従 業 員 数 ２３１人（うち医師１５名） 

④ 特別管理産業廃棄

物の一連の処理の

工程 

処理業務委託：収集運搬・処分（焼却） 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

別紙の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和４年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物     

排 出 量 １３７．９７ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙の通り 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物     

排 出 量 １２０ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

コロナにより感染性廃棄物が増えてます。今後５類に引き下げられた事により感染性

廃棄物の減少が見込まれます。 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

図２（廃棄物分類表）の通り 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

 

現状での取り組みを維持する。 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類      

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類      

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和４年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類       

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類      

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

①現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類      

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類      

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①現状 

【前年度（令和４年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物     

全 処 理 委 託 量 １３７．９７ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１３７．９７ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物     

全 処 理 委 託 量 １２０ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１２０ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

これまでの取り組みを継続し、適正な処理委託を行う。 

 

 

 

 

 

電子情報処

理組織の 

使用に関す

る事項 

【前年度（令和４年度）実績】 

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 

排 出 量 
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く） 

１３７．９７ｔ  

（今後実施する予定の取組等） 

 

令和２年４月より電子マニュフェストによる特別管理産業時廃棄物の処理を行う。 

※ 事 務 処

理欄 
  

 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



別 紙 

特別管理産業廃棄物の処理計画 

 

 

（１） 事業の概要 

 

① 事業名 

    医療法人 曙会 和歌浦中央病院 

･ 資本金 

    １,３００,０００円 

･ 職員数 

     ２３１名 

･ ベッド数 

     １６２床 

 

② 病院の概要 

   

･  １５の診療科目があり、外来、３病棟、看護部、薬剤部、事務局などから構成されて

いる。 

･ 事業展望 

    地域の人々に対して、治療からリハビリテーションに至る医療を一貫して行い、健

康診断や人間ドック業務へのサービスにも力を入れている。 

       

③ 廃棄物発生フロー図 

   

   図１を参照 

 

④ 連絡先 

    

総括責任者  医療法人 曙会 和歌浦中央病院 

               理事長 ･ 院長                 電話番号 073 (444) 1600 

     担 当 者 

               総 務 課 

                                             電話番号 073 (444) 1600 

 



 

⑤ 計画期間 

    

令和５年４月１日～令和６年３月３１日までとする。 

       

⑥ 基本的事項 

          

１．  特別管理産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の 

規則を遵守するとともに、行政の環境政策にも積極的に協力する。 

           

２．  発生した特別管理産業廃棄物は、処理業者に委託し、運搬から処分に至る 

まで確認して的確に管理する。（ マニフェストの確認 ） 

 

３．  最終処分量の削減、数値目標及びその達成時期を定め実施する。また、これら

処分に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。 

 

（２） 特別管理廃棄物の現状 

 

当院から発生する特別管理産業廃棄物は、外来各病棟、手術室等から医療行為によ

り発生する感染性産業廃棄物である。それは、注射針、メス、シャーレ、手術用の手袋、

汚染物が付着した廃プラスチック類、ガーゼ類である。これらは、各部所で性状に応じて

色分けしたバイオハザードマークが標された容器に分別し（図２）、満杯になり次第、職員

が施設内の保管場所へ収集する。その後、毎週火･金曜日に委託業者が回収する。 

 

（３） 目標の設定 

     

       当院は患者への医療行為を行う事業所であり、院内感染を防止するという当院の趣 

      旨から、感染性廃棄物の再利用は不可能であり、前述趣旨により増加傾向にある。 

      これに対して感染性廃棄物の適正処理を図るため、当院では、院内感染予防対策委員

会やリンクナース会議を定期的に開催し、感染性廃棄物が極力発生しないように医療製

品や材料の購入を検討して削減に努めている。 

 

 

 

 

 



 

（４） 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制及び教育･研修･情報公開について 

 

特別管理産業廃棄物管理責任者    理事長 ･ 院長   

 

 

 

看護部長                   担当者  総務課 

看護副部長  

 

 

各病棟   看護師長    

薬剤部   薬局長      

検査部   副技師長    

 

 

       教育･研修･情報公開については、毎月第４火曜日の所属長会議及び毎月第３水曜日の

看護師長会において、今月の特別管理産業廃棄物の排出量について報告し、各職員に

現状を知ってもらい、削減する為の協力を要請しています。 

       また、毎月第２金曜日及び第３金曜日において、それぞれ、院内感染防止対策委員会

及びＩＣＴ会議を開催し、医療製品、材料の購入について検討し、特別管理産業廃棄物を

削減する為に、どの様な手段が有効であるかについて討議している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図1

直接委託及び自己              
 処理後委託処分量

特別管理産業廃棄物発生量 ⇒



感染性廃棄物専用容器

赤  色

黄  色

橙  色

廃棄物分類表図２

感染性廃棄物専用容器

感染性廃棄物専用容器

血液、血清、体液

注 射 針 、メ ス 、          
点滴セット、シャーレ

紙オムツ、ガーゼ、          
 廃プラスチック、手袋



図３

⇒

⇒

⇒

⇒

廃  棄  物

感染性廃棄物 焼 却

運 搬

発  生  源

外  来

病棟･手術室

職員による収集

委託処理部門の範囲

運 搬

⇒ 埋立処分

処 理 ･ 処 分

廃 棄 物 の 流 れ


